
公共工事及び建設コンサルタント業務等に係る  

入札結果等の公表に関する事務取扱要領  

平成１０年６月１８日制定  

平成２８年１月１５日改正  

 

第１ 目的  

この要領は、鳥取市が発注する建設工事及び建設コンサルタント業務等（以下

「工事等」という。）の入札結果等の公表に係る事務について必要な事項を定める

ことを目的とする。  

第２ 公表の対象  

公表の対象とする工事等は、競争入札に係るものすべてとする。  

第３ 公表の内容  

公表する内容は、次のとおりとする。  

１ 一般競争に付した場合  

（１）競争参加資格があると認めた業者名  

（２）競争参加資格がないと認めた業者名及びその理由  

（３）入札執行日時  

（４）工事名及び工事場所  

（５）入札者名及び入札者の各回の入札金額  

（６）落札金額  

（７）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第６

号の規定により随意契約によることとした場合においては契約の相手方及び契

約金額  

（８）予定価格  

２ 指名競争に付した場合  

（１）指名業者名  

（２）入札執行日時  

（３）工事（委託業務）名及び工事（委託業務）場所  

（４）入札者名及び入札者の各回の入札金額  

（５）落札金額  

（６）地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号の規定により随意契約によ

ることとした場合においては契約の相手方及び契約金額  



（７）予定価格  

３ 委託業務に係る予定価格については公表しないものとする。  

第４ 公表の時期  

公表の時期は、次のとおりとする。  

１ 一般競争に付した場合  

（１）公告時に、第３第１項第８号に掲げる事項のうち低入価格調査制度対象工

事を除いて公表するものとする。  

（２）落札者の決定後又は契約の相手方及び契約金額の決定後速やかに、第３第

１項第１号から第７号までに掲げる事項及び第８号に掲げる事項のうち低入価

格調査制度対象工事を公表するものとする。  

２ 指名競争に付した場合  

（１）指名通知後速やかに、第３第２項第１号から第３号に掲げる事項及び第７

号に掲げる事項のうち低入価格調査制度対象工事を除いて公表するものとする。 

（２）落札者の決定後又は契約の相手方及び契約金額の決定後速やかに、第３第

２項第４号から第６号までに掲げる事項及び第７号に掲げる事項のうち低入価

格調査制度対象工事を公表するものとする。  

第５ 公表の場所  

入札を執行する所管課において、公表するものとする。  

第６ 公表の方法  

競争入札の業者名を記載した書類、競争入札の経緯及び入札結果を記載した書

類の写しを使用し、第３に掲げる事項を閲覧に供するものとする。  

なお、閲覧場所に閲覧者名簿を備え付け、閲覧者の氏名、住所等必要事項を記

入させるものとする。  

第７ 公表の期間  

公表の期間は、公告又は指名の通知をした日の属する会計年度及び翌会計年度

において閲覧に供するものとする。  

第８ 公表した内容に関する問い合わせの取扱い  

１ 指名業者の選定理由等公表していない事項についての問い合わせに対しては、

応じないものとする。  

２ 公表した事項についての電話による問い合わせに対しては、相手方を確認し

た上で応じること。ただし、閲覧の方法により公表している旨を伝え、出来る

だけ閲覧の方法によるよう協力を求めるものとする。  



附 則  

（施行期日）  

１ この要領は、平成１０年８月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この要領の施行の際現に請負契約を締結し、又は入札の通知をしている建設

工事については、なお従前の例による。  

（公共工事及び建設コンサルタント業務等に係る入札結果等の公表要領の廃止）  

３ 公共工事及び建設コンサルタント業務等に係る入札結果等の公表要領（平成

８年４月１日施行）は、廃止する。  

 附 則  

（施行期日等）  

１ この要領は、平成２８年１月１５日から施行する。  


